
2023年 9月 

お客様 各位 

呉信用金庫 

インボイス制度開始に伴う対応について 

 

平素より、呉信用金庫をご利用いただきありがとうございます。 

さて、2023年 10月 1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。当金庫は、適格

請求書発行事業者としての登録を受けていますので、お客様からお支払いいただいた各種手数料の消費

税につきましては、当金庫が発行する適格請求書(以下、「インボイス」という)に基づいて消費税の仕入

税額控除を受けることができますのでご案内いたします。 

なお、当金庫のインボイス発行については、お取引に応じて下記のとおりとなります。 

 

記 

 

１．当金庫の適格請求書発行事業者登録番号 

T7240005006342 

 

２．窓口等でお支払いいただく各種手数料について 

（１）代金取立手数料、残高証明発行手数料、両替手数料等 

現在お渡ししている領収書にインボイスの要件を記載してお渡しします。 

（２）振込手数料 

振込手数料受取書にインボイスの要件を記載してお渡しします。 

 

３．口座振替でお支払いいただく各種手数料(※)について 

※ インターネットバンキング基本料および振込手数料、貸金庫手数料、夜間金庫月額手数料等 

インボイスの要件を記載した一覧表の交付を希望されるお客様に月単位で作成し、お渡しします。一

覧表は郵送または窓口でお受取いただけます。 

ご希望の場合は、発行依頼書に記入のうえ、最寄りの店舗へご提出ください。 

なお、2023年 10月取引分の発行時期は、2023年 12月初旬となり、以後同様のタイミングで作成し

ますのでご了承願います。 

 

インボイス管理票発行依頼書はこちら 

・インボイス管理票発行依頼書(店頭窓口発行用) 

・インボイス管理票継続発行依頼書(ＤＭ発行用) 

・インボイス管理票発行時の留意点について 

 

４．ATMおよび両替機でのお取引について 

ATMおよび両替機でのお取引につきましては、発生する手数料が原則 3万円未満となりますので、イ

ンボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機、自動サービス機における取引」に該当し、お客様

が一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが出来ます。 

そのため ATM および両替機から出力される「ご利用明細」等についてはインボイス制度に対応する

様式変更は行いませんのでご了承ください。 

 

なお、お客様の個別のご事情に応じた具体的な会計並びに税務処理についてのご相談にお答えするこ

とは、税理士法等により禁じられておりますので、顧問税理士にご相談いただきますようお願いいたしま

す。 

以上 

 

https://www.kure-shinkin.jp/kitei/pdf/invoice/invoice_iraisyo_madoguti.pdf
https://www.kure-shinkin.jp/kitei/pdf/invoice/invoice_iraisyo_dm.pdf
https://www.kure-shinkin.jp/kitei/pdf/invoice/invoice_ryuuiten.pdf

